
（別紙５）

放課後等デイサービス　Little　My　Way
公表日 　　　　　2026年　　3月　20日

チェック項目 はい いいえ 工夫している点 課題や改善すべき点

1 利用定員が発達支援室等のスペースとの関係で適切であるか。

8 1

2
利用定員やこどもの状態等に対して、 職員の配置数は適切である
か。

9

3
生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっている
か。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化や
情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。 9

4
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、
こども達の活動に合わせた空間となっているか。

8 1

5
必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使用することが認められ
る環境になっているか。 

5 4

6
業務改善を進めるためのPDCA サイクル（目標設定と振り返り）
に、広く職員が参画しているか。

7 2

7
保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設けて
おり、その内容を業務改善につなげているか。

8 1

8
職員の意見等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につ
なげているか。

8 1

9
第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげている
か。

6 3

10
職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で研
修を開催する機会が確保されているか。

8 1

11 適切に支援プログラムが作成、公表されているか。 

8 1

12
個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者の
ニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を
作成しているか。 8 1

13
放課後等デイサービス計画を作成する際には、児童発達支援管理責任
者だけでなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こども
の最善の利益を考慮した検討が行われているか。  8 1

14
放課後等デイサービス計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が
行われているか 。

8 1

15
こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマル
なアセスメントや、日々の行動観察なども含むインフォーマルなアセ
スメントを使用する等により確認しているか。 8 1

16

放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドライン
の「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家
族支援」、「移行支援」及び「地域支援・地域連携」のねらい及び支
援内容も踏まえながら、こどもの支援に必要な項目が適切に設定さ
れ、その上で、具体的な支援内容が設定されているか。

8 1

17 活動プログラムの立案をチームで行っているか。

8 1
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18 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか。

8 1

19
こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課
後等デイサービス計画を作成し、支援が行われているか。

8 1

20
支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の内
容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を行っている
か。 7 2

21
支援終了後には、職員間で必ず打合せを行い、その日行われた支援の
振り返りを行い､気付いた点等を共有しているか。

7 2

22
日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につ
なげているか。

9

23
定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの
必要性を判断し、適切な見直しを行っているか。

8 1

24
放課後等デイサービスガイドラインの「４つの基本活動」を複数組み
合わせて支援を行っているか。

8 1

25
こどもが自己選択できるような支援の工夫がされている等、自己決定
をする力を育てるための支援を行っているか。

8 1

26
障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議に、
そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。

9

27
地域の保健、医療（主治医や協力医療機関等）、障害福祉、保育、教
育等の関係機関と連携して支援を行う体制を整えているか。

8 1

28
学校との情報共有（年間計画・行事予定等の交換、こどもの下校時刻
の確認等）、連絡調整（送迎時の対応、トラブル発生時の連絡）を適
切に行っているか。 8 1

29
就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援
事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか。

8 1

30
学校を卒業し、放課後等デイサービスから障害福祉サービス事業所等
へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等している
か。 8 1

31
地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要等に応じてスー
パーバイズや助言や研修を受ける機会を設けているか 。

7 2

32
放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する
機会があるか。

6 3

33 （自立支援）協議会等へ積極的に参加しているか。

8 1

34
日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や課
題について共通理解を持っているか。

8 1

35
家族の対応力の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログラ
ム（ペアレント･トレーニング等）や家族等の参加できる研修の機会
や情報提供等を行っているか。  8 1

36
運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明を行っ
ているか。

8 1

37
放課後等デイサービス提供を作成する際には、こどもや保護者の意思
の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや
家族の意向を確認する機会を設けているか。  8 1

38
「放課後等デイサービス計画」を示しながら支援内容の説明を行い、
保護者から放課後等デイサービス計画の同意を得ているか 。

8 1
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39
家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、面談や必要
な助言と支援を行っているか。

8 1

40
父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等により、
保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。また、
きょうだい同士で交流する機械を設ける等の支援をしているか。

6 3

41
こどもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するととも
に、こどもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対
応しているか。 8 1

42
定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することによ
り、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対し
て発信しているか。 8 1

43 個人情報の取扱いに十分留意しているか。

9

44
障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮を
しているか。

9

45
事業所の行事に地域住民を招待する等、地域に開かれた事業運営を
図っているか。

7 2

46
事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染
症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するとともに、発
生を想定した訓練を実施しているか。 8 1

47
業務継続計画（BCP）を策定するとともに、非常災害の発生に備え、
定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。

8 1

48
事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認して
いるか。

9

49
食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づく対応が
されているか。

9

50
安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措置
を講じる等、安全管理が十分された中で支援が行われているか。

8 1

51
こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全計
画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか 。

8 1

52
ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について検
討をしているか。

9

53
虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をし
ているか。

8 1

54
どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決
定し、こどもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後
等デイサービス計画に記載しているか。 8 1
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（別紙５）

児童発達支援　Little　My　Way
公表日 　2026年　　3月　　20日

チェック項目 はい いいえ 工夫している点 課題や改善すべき点

1 利用定員が発達支援室等のスペースとの関係で適切であるか。

6

2
利用定員やこどもの状態等に対して、職員の配置数は適切である
か。

6

3
生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっている
か。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化
や情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。 6

4
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。ま
た、こども達の活動に合わせた空間となっているか。

6

5
必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使用することが認めら
れる環境になっているか 。

5 1

6
業務改善を進めるための PDCA サイクル(目標設定と振り返り)に、
広く職員が参画しているか。

5 1

7
保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設け
ており、その内容を業務改善につなげているか。

6

8
職員の意見等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善に
つなげているか。 

6

9
第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげている
か。

4 2

10
職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で
研修を開催する機会が確保されているか。

6

11 適切に支援プログラムが作成、公表されているか 。

6

12
個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者
のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成
しているか。 6

13
児童発達支援計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者だけ
でなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こどもの最
善の利益を考慮した検討が行われているか。  6

14
児童発達支援計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が行われ
ているか。 

6

15
こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマ
ルなアセスメントや、日々の行動観察なども含むインフォーマルな
アセスメントを使用する等により確認しているか。 6

16

児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支
援の提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支
援」及び「地域支援・地域連携」のねらい及び支援内容も踏まえな
がら、こどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具
体的な支援内容が設定されているか。 6

17 活動プログラムの立案をチームで行っているか。

6

事業所名

環
境
・
体
制
整
備

業
務
改
善

適
切
な
支
援
の
提
供

事業所における自己評価結果公表



18 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか。

6

19
こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児
童発達支援計画を作成し、支援が行われているか。

6

20
支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の
内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を行ってい
るか。 6

21
支援終了後には、職員間で必ず打合せを行い、その日行われた支援
の振り返りを行い､気付いた点等を共有しているか。

4 2

22
日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善に
つなげているか。

6

23
定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの必要性
を判断し、適切な見直しを行っているか。

6

24
障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議
に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。

6

25
地域の保健、医療（主治医や協力医療機関等）、障害福祉、保育、
教育等の関係機関と連携して支援を行う体制を整えているか。

6

26

併行利用や移行に向けた支援を行うなど、インクルージョン推進の
観点から支援を行っているか。また、その際、保育所や認定こども
園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、支援内容等の情報
共有と相互理解を図っているか。

6

27
就学時の移行の際には、小学校や特別支援学校(小学部)との間で、
支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか。

6

（28～30は、センターのみ回答）

地域の他の児童発達支援センターや障害児通所支援事業所等と連携
を図り、地域全体の質の向上に資する取組等を行っているか。

29
質の向上を図るため、積極的に専門家や専門機関等から助言を受け
たり、職員を外部研修に参加させているか。

3

30
(自立支援)協議会こども部会や地域の子ども・子育て会議等へ積極
的に参加しているか。

1 2

（31は、事業所のみ回答）

地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要に応じてスー
パーバイズや助言等を受ける機会を設けているか 。

32
保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、地域の中で他のこど
もと活動する機会があるか。

3 3

33
日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や
課題について共通理解を持っているか。

6

34
家族の対応力の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログ
ラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等の参加できる研修の機
会や情報提供等を行っているか。 6

35
運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明を
行っているか。

6

36
児童発達支援計画を作成する際には、こどもや保護者の意思の尊
重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家
族の意向を確認する機会を設けているか 。 6
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37
「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者
から児童発達支援計画の同意を得ているか。

6

38
定期的に、家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応
じ、面談や必要な助言と支援を行っているか。

6

39

父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等によ
り、保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。ま
た、きょうだい同士で交流する機会を設ける等の支援をしている
か。 3 3

40
こどもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備す
るとともに、こどもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合
に迅速かつ適切に対応しているか。 6

41
定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することによ
り、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対
して発信しているか。 6

42 個人情報の取扱いに十分留意しているか。

6

43
障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮
をしているか。

6

44
事業所の行事に地域住民を招待する等、地域に開かれた事業運営を
図っているか。

4 2

45
事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感
染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するととも
に、発生を想定した訓練を実施しているか。 5 1

46
業務継続計画（BCP）を策定するとともに、非常災害の発生に備
え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。

6

47
事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認し
ているか。

6

48
食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づく対応
がされているか。

6

49
安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措
置を講じる等、安全管理が十分された中で支援が行われているか。

6

50
こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全
計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか 。

6

51
ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について
検討をしているか。

6

52
虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応を
しているか。

6

53
どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に
決定し、こどもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児
童発達支援計画に記載しているか。 6
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（別紙３）

～ 2026年　2月　28日

（対象者数） 16 （回答者数） 9

～ 2026年　3月　2日

（対象者数） 10 （回答者数） 6

○ 分析結果

さらに充実を図るための取組等

1

専門職（PT・OT・ST）による評価の結果を、専門用語を使わずに全スタッフや保護者が一目で理解で
きる「個別支援計画への反映フォーマット」をさらに改良し、支援の可視化を図ります。
 各専門職による内部研修（事例検討会や実技伝達講習）を定期開催し、専門職が不在の時間帯であっ
ても、全スタッフが適切な介助や声掛けを実践できる体制を強化します。
 必要に応じて学校の担任教諭や地域の医療機関とも専門的な知見を共有し、一貫性のある支援体制を
構築します。

2

活動内容の決定プロセスに児童の意見を取り入れる「児童会（ミーティング）」などの機会を設け、自
己選択・自己決定の場を増やします。
公共施設や近隣の店舗、公園だけでなく、地域のイベントやボランティア活動などへの参加機会をさら
に開拓し、より多様な社会経験の場を創出します。
 活動中の様子をタブレット等で記録し、インスタグラムに投稿しています。成長の過程を保護者とリ
アルタイムに近い形で共有できる仕組みを構築し、療育効果のフィードバックを充実させます。

3

支援の引き時（フェードアウト）を客観的に判断するためのチェックリストをより精緻化し、保護者と
「卒業に向けたロードマップ」を共有しやすくします。
児童が一人で行動する範囲の近隣住民や店舗、交番などへの見守り依頼を、保護者とともに丁寧に進
め、地域全体で子どもを見守る「インクルーシブな環境作り」を推進します。
登下校時や留守番時の突発的なトラブル（天候急変、道に迷う等）を想定したシミュレーション訓練を
充実させ、児童自身の危機管理能力をさらに高めます。

改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点等

1

送迎サービスを利用されている保護者に対しても、行事や面談、あるいは月
に数回など、可能な範囲で来所いただけるよう個別のアナウンスや積極的な
お声掛けを継続します。
対面での集まりが難しい状況を考慮し、少人数での茶話会や、安全・安心に
意見交換ができるオンライン懇談会の開催、掲示板の活用など、当事業所に
適した交流の形をスタッフ間で具体的に検討し、実行に移します。

2

 口頭のみの伝達による漏れを防ぐため、日々の気づきや支援内容を即座に
記録し、全職員が「いつ・誰が・何をしたか」を確認できる報告ルートを再
徹底します。
 従来のアナログな連絡ノートによる確実な引き継ぎに加え、タブレット端
末を活用した情報共有システムを強化します。これにより、送迎中や支援の
合間でもリアルタイムに児童の情報を把握できる体制を構築します。

3

新規採用職員や無資格・パート職員を対象に、当事業所に所属する専門職（PT・OT・ST）が講師とな
るミニ勉強会を定期開催し、障害特性や介助技術の基礎知識を底上げします。
 現場での実地指導（OJT）に加え、誰が対応しても支援の質が一定に保たれるよう、標準的な対応手
順（支援マニュアル）を整備・更新し、経験の浅い職員が迷わず動ける環境を整えます。
勤務形態に関わらず、支援上の悩みや疑問を気軽に相談できる「メンター的役割」の配置や、短時間で
も濃密なカンファレンスを行える場を設け、チーム全体の専門性を高めます。

専門職の配置

PT（理学療法士）、OT（作業療法士）、ST（言語聴覚士）の各専門職を配置し、多角的なアセスメン
トに基づいた個別性の高い支援を実施しています。
個別機能訓練の充実: 身体の使い方、手先の巧緻性、言葉の理解や発出など、児童一人ひとりの課題に
合わせた専門プログラムを提供しています。
多職種連携による多面的なアプローチ: 専門職が作成した評価シートを基に、全スタッフが共通の理解
を持って日々の関わりを統一。遊びや生活動作の中にもリハビリテーションの視点を取り入れた「生活
に直結する療育」を意識しています。
相談体制の整備: 保護者に対しても、専門的な見地から家庭での関わり方や環境設定のアドバイスを行
い、安心感につながる支援を心がけています。

活動が充実している

「楽しさ」の中に「学び」を組み込み、児童が主体的に参加したくなるようなプログラム構成を工夫し
ています。
・平日（集団活動）: 毎日、ルールのある遊びや協力が必要なチーム戦などの集団レクリエーションを
取り入れています。ゲーム性を持たせることで、社会性（ソーシャルスキル）や感情のコントロール、
他者との協調性を自然な形で育めるよう配慮しています。
・学休日（生活経験の拡大）: 買い物支援では予算管理や品物の選択、調理活動では手順の理解や道具
の安全な使用など、将来の自立に直結する「生きたスキル」の習得を目指しています。また、積極的な
外出支援を通じて公共マナーの習得や地域社会への参加機会を創出しています。

登下校支援、お留守番支援を行っている

「施設内完結」ではなく、児童が「地域の中で自立して過ごすこと」を最終目標に掲げた出口戦略のあ
る支援を行っています。
段階的な自立支援: 登下校支援では、スタッフが全行程を付き添う段階から、徐々に見守り距離を広
げ、最終的には児童が一人（または兄弟や友達と）で安全に歩けるよう、地域の危険箇所の把握や交通
ルールの定着を図っています。
家庭・地域との連携: お留守番支援においては、緊急時の連絡手段の確認や戸締まりの習慣化など、安
全確保のスキルを具体的に指導。これらの取り組みの結果、放課後等デイサービスの利用頻度を徐々に
減らし、一般施策（放課後児童クラブ等）への移行や、完全な自立通学を実現して卒業（利用終了）を
迎える児童を輩出しています。

職員のスキル不足

新規採用職員や無資格・パート職員が増加したことにより、障害特性への理解や適切な声掛け、行動障
害への対応など、職員間での支援技術に格差が生じています。
OJT（現場研修）が主となっており、多忙な業務の中で体系的な座学や専門研修を実施する時間が十分
に確保できておらず、個々の意欲や経験に頼った育成に留まっています。
 勤務形態（パートタイム等）による滞在時間の違いから、ケース会議への参加や支援情報の深い共有が
難しく、事業所全体で一貫した療育方針を共有・実践する力が弱まっています。

事業所の弱み（※）だと思われること
※事業所の課題や改善が必要だと思われること

事業所として考えている課題の要因等

保護者間の交流

共働き世帯が多く、平日の送迎は事業所の送迎サービス利用が中心となっているため、保護者が事業所
に立ち寄る機会や保護者同士が顔を合わせる機会が物理的に不足しています。
日々の個別連絡（連絡帳や電話）に注力する一方で、事業所が主体となった懇談会やイベントの企画・
開催ができておらず、横のつながりを構築するためのきっかけ作りが不十分な状況にあります。
対面での交流が難しい状況に対し、オンラインツールや広報誌などを活用した、時間や場所に縛られな
い交流・情報共有の仕組み作りが検討段階に留まっています。

職員間の情報共有の遅れ

支援業務や送迎業務が優先される中で、全職員が集まって詳細な情報共有を行うミーティングの時間が
十分に確保できておらず、申し送りが断片的になる傾向があります。
多忙な業務の中、その場しのぎの口頭連絡が主体となってしまい、支援の統一性や児童の細かな変化に
関する深い洞察を共有するまでのコミュニケーションが不足しています。
記録のデジタル化や共有ルールの徹底が不十分であり、必要な情報が必要な職員にリアルタイムで伝わ
る「仕組み」そのものが、現状の業務量に対して最適化されていません。

2026年　2月　25日

○従業者評価有効回答数

○事業者向け自己評価表作成日 2026年　3月　6日

事業所の強み（※）だと思われること
※より強化・充実を図ることが期待されること

工夫していることや意識的に行っている取組等

○従業者評価実施期間

○事業所名 放課後等デイサービス  Little My Way　

○保護者評価実施期間 2026年　2月　13日

○保護者評価有効回答数

事業所における自己評価総括表公表



（別紙３）

～ 2026年　2月　28日

（対象者数） 9 （回答者数） 6

～ 2026年　3月　2日

（対象者数） 10 （回答者数） 6

○ 分析結果

さらに充実を図るための取組等

1
専門職（PT・ST等）が行ったアセスメントの結果を、専門用語を控えた分かりやすい「成長シート」
などの形にまとめ、保護者や就学予定の学校へ正確に引き継げる仕組みを整えます。
 施設内での訓練に留まらず、家庭でも無理なく取り組める姿勢の保持や言葉掛けの工夫などを、動画
やイラスト付きの資料で提供し、療育効果の持続性を高めます。

2

 児童が自ら活動を選択できるコーナー保育の視点を取り入れ、主体性や自己決定能力を育む環境作り
をさらに進めます。
近隣の小学校や特別支援学校の活動内容（授業時間やルール）を参考に、年長児クラスでは「45分間
の座席保持」や「一斉指示の理解」など、就学後の集団生活を意識したプレ・スクール的な活動を強化
します。
 小学生との交流において、単に一緒に過ごすだけでなく、小学生が児発の児童に教える・助けると
いった「役割」を持てるような共同制作やゲームを企画し、互いの社会性を高める工夫をします。

3

就学に向け、どの程度の自立度（一人で歩ける距離や鍵の開閉など）を目指すかを保護者と共有し、具
体的な目標に基づいたステップアップ計画を個別に作成します。
登下校訓練中、GPS端末や連絡アプリの活用を保護者に提案・練習し、自立を促しながらも「安全・安
心」を両立できる最新のツール導入をサポートします。
地域ボランティア等との顔合わせ: 通学路にある「こども110番の家」の確認や、近隣住民の方への挨
拶を通じて、児童が困ったときに地域の人に助けを求められる「顔の見える関係作り」を推進します。

改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点等

1

送迎サービスを利用されている保護者に対しても、行事や面談、あるいは月
に数回など、可能な範囲で来所いただけるよう個別のアナウンスや積極的な
お声掛けを継続します。
対面での集まりが難しい状況を考慮し、少人数での茶話会や、安全・安心に
意見交換ができるオンライン懇談会の開催、掲示板の活用など、当事業所に
適した交流の形をスタッフ間で具体的に検討し、実行に移します。

2

 口頭のみの伝達による漏れを防ぐため、日々の気づきや支援内容を即座に
記録し、全職員が「いつ・誰が・何をしたか」を確認できる報告ルートを再
徹底します。
 従来のアナログな連絡ノートによる確実な引き継ぎに加え、タブレット端
末を活用した情報共有システムを強化します。これにより、送迎中や支援の
合間でもリアルタイムに児童の情報を把握できる体制を構築します。

3

新規採用職員や無資格・パート職員を対象に、当事業所に所属する専門職（PT・OT・ST）が講師とな
るミニ勉強会を定期開催し、障害特性や介助技術の基礎知識を底上げします。
 現場での実地指導（OJT）に加え、誰が対応しても支援の質が一定に保たれるよう、標準的な対応手
順（支援マニュアル）を整備・更新し、経験の浅い職員が迷わず動ける環境を整えます。
勤務形態に関わらず、支援上の悩みや疑問を気軽に相談できる「メンター的役割」の配置や、短時間で
も濃密なカンファレンスを行える場を設け、チーム全体の専門性を高めます。

○事業所名 児童発達支援　Little　My　Way

○保護者評価実施期間 2026年　2月　13日

○保護者評価有効回答数

2026年　2月　25日

○従業者評価有効回答数

○事業者向け自己評価表作成日 2026年　3月　6日

事業所の強み（※）だと思われること
※より強化・充実を図ることが期待されること

工夫していることや意識的に行っている取組等

○従業者評価実施期間

職員のスキル不足

新規採用職員や無資格・パート職員が増加したことにより、障害特性への理解や適切な声掛け、行動障
害への対応など、職員間での支援技術に格差が生じています。
OJT（現場研修）が主となっており、多忙な業務の中で体系的な座学や専門研修を実施する時間が十分
に確保できておらず、個々の意欲や経験に頼った育成に留まっています。
 勤務形態（パートタイム等）による滞在時間の違いから、ケース会議への参加や支援情報の深い共有が
難しく、事業所全体で一貫した療育方針を共有・実践する力が弱まっています。

事業所の弱み（※）だと思われること
※事業所の課題や改善が必要だと思われること

事業所として考えている課題の要因等

保護者間の交流

共働き世帯が多く、平日の送迎は事業所の送迎サービス利用が中心となっているため、保護者が事業所
に立ち寄る機会や保護者同士が顔を合わせる機会が物理的に不足しています。
日々の個別連絡（連絡帳や電話）に注力する一方で、事業所が主体となった懇談会やイベントの企画・
開催ができておらず、横のつながりを構築するためのきっかけ作りが不十分な状況にあります。
対面での交流が難しい状況に対し、オンラインツールや広報誌などを活用した、時間や場所に縛られな
い交流・情報共有の仕組み作りが検討段階に留まっています。

職員間の情報共有の遅れ

支援業務や送迎業務が優先される中で、全職員が集まって詳細な情報共有を行うミーティングの時間が
十分に確保できておらず、申し送りが断片的になる傾向があります。
多忙な業務の中、その場しのぎの口頭連絡が主体となってしまい、支援の統一性や児童の細かな変化に
関する深い洞察を共有するまでのコミュニケーションが不足しています。
記録のデジタル化や共有ルールの徹底が不十分であり、必要な情報が必要な職員にリアルタイムで伝わ
る「仕組み」そのものが、現状の業務量に対して最適化されていません。

専門職の配置

多角的な専門アセスメント: 理学療法士（PT）や言語聴覚士（ST）等の専門職を配置し、身体の使い方
の癖や言葉の発達段階を詳細に分析。根拠に基づいた「個別支援計画」の策定を行っています。
専門的アプローチの日常化: 専門職による直接的な訓練（運動療育・言語訓練）に加え、その手法を全
スタッフが共有。日々の遊びや生活動線の中に、感覚統合や発語を促す仕掛けを取り入れ、24時間の生
活を見据えた継続的な支援を意識しています。
保護者へのフィードバック: 専門的な見地から、家庭での環境設定や関わり方のコツを具体的にアドバ
イスし、保護者の不安解消と育児力の向上をサポートしています。

活動が充実している

個別と集団のバランス: 一人ひとりの課題にじっくり向き合う「個別療育」と、お友達との関わりや
ルールを学ぶ「小集団活動」を組み合わせ、社会性の芽生えを育んでいます。
感性を育む制作活動: 季節感を取り入れた制作活動では、手指の巧緻性（微細運動）を高めるだけでな
く、完成させる喜びを通じて自己肯定感を高め、表現する楽しさを共有しています。
異年齢交流（学休日等）: 長期休暇中などは、併設の放課後等デイサービス等の小学生との交流機会を
設けています。お兄さん・お姉さんの姿をモデリング（模倣）することで、憧れや意欲を引き出し、対
人スキルの幅を広げる工夫をしています。

登下校支援、お留守番支援を行っている。

就学に向けた自立支援: 「地域社会での自立」を最終目標とし、特に年長児に対しては、小学校入学を
見据えた段階的な登下校トレーニングや、自宅での待機（お留守番）支援に取り組んでいます。
自信を育むフェードアウト: スタッフの見守り距離を少しずつ広げるなど、スモールステップで「自分
でできた」という成功体験を積み重ねます。この結果、就学を機にスムーズに地域生活へ移行したり、
過度な福祉サービスに依存せず、適切な利用頻度へ調整して卒業（利用終了）を迎えるケースに繋がっ
ています。
安心安全の環境設定: 地域の危険箇所の確認や、緊急時の連絡方法の練習など、実生活に即したスキル
を身につけられるよう、ご家族と緊密に連携してプログラムを構成しています。

事業所における自己評価総括表公表


